
（様式－１） （令和５年11月２日作成）

事務名　　公文書の開示請求 作成部署:下水道局総務部部広報サービス課（お客さまの声担当） 電話03（5320）6511

《事務処理フロー図》 《事務処理フロー図の説明》

標準処理期間　計１４日 項番 項　目 説　　明

１ 公文書の検索
請求のあった公文書を探し、存在
するかどうか検索します。

２ 公文書の特定
検索した公文書が請求の趣旨に合
致するかどうか検討し、特定しま
す。

３
開示・不開示
の判断

特定した文書が、開示できるかど
うか条例の不開示事項に照らし、
検討し判断します。

４ 決定手続
条理に基づき開示・不開示又は一
部開示の決定を行います。

５ 通知
決定に基づき請求者に通知しま
す。原則として開示日、時間等も
併せて通知します。

６ 開示等
実際に、下水道局情報コーナーで
開示等を行います。
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※１ 流域下水道本部（以下「本部」という。）に係る開示請求は本部管理課（企

画調整担当）でも受け付ける。

※２ 関係機関への協議期間を含む。



（様式－１） （令和５年11月２日作成）

事務名　　公文書の開示請求 作成部署:流域下水道本部管理部管理課（企画調整担当） 電話042-527-4281

《事務処理フロー図》 《事務処理フロー図の説明》

標準処理期間　計１４日 項番 項　目 説　　明

１ 公文書の検索
請求のあった公文書を探し、存在
するかどうか検索します。

２ 公文書の特定
検索した公文書が請求の趣旨に合
致するかどうか検討し、特定しま
す。

３
開示・不開示
の判断

特定した文書が、開示できるかど
うか条例の不開示事項に照らし、
検討し判断します。

４ 決定手続
条理に基づき開示・不開示又は一
部開示の決定を行います。

５ 通知
決定に基づき請求者に通知しま
す。原則として開示日、時間等も
併せて通知します。

６ 開示等
実際に、流域下水道本部企画調整
担当で開示等を行います。
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